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(57)【要約】
　診断機器の校正状態を、たとえばその機器のソフトウ
ェアのアップグレードを遠隔的にインストールした後に
、遠隔的に確認するための方法および装置。一例として
、機器の校正状態を確認する方法は、以前その機器につ
いて実行された校正中に生成され、保存されていた未加
工の校正テストデータを読み出す工程と、未加工の校正
テストデータを処理して、診断値を導出する工程と、診
断値を既知の名目値と比較する工程と、比較に基づいて
、機器の校正状態を示す出力を生成する工程と、を含む
。一例として、この方法は、それと同時に機器で校正用
標準器を測定することなく、したがって、機器の測定ヘ
ッドまたは測定光学素子を作動させることなく実行され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定部と該測定部に接続されたコンピュータシステムを備える機器を遠隔的にアップデ
ートし、その校正状態を確認する方法であって、
　ソフトウェアのアップデートを遠隔地から通信リンクを介して前記機器に提供する工程
と、
　前記機器の前記測定部を作動させることなく、該機器の校正チェック手順を実行する工
程と、
　前記校正チェック手順後に前記機器の前記校正状態を特定する校正状態インジケータを
提供する工程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記校正チェック手順を実行する工程は、
　保存されていた未加工の校正テストデータを読み出す工程と、
　前記未加工の校正テストデータを処理して、診断値を導出する工程と、
　前記診断値を既知の正確な名目値と比較する工程と、
　前記比較に基づき、前記校正状態インジケータを生成する工程と、
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記校正チェック手順を実行する工程は、保存されていた校正パラメータを読み出す工
程をさらに含み、
　前記未加工の校正テストデータを処理する工程は、前記校正パラメータを使って実行さ
れることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記校正状態インジケータを生成する工程は、前記機器の前記校正状態が動作不可であ
ることを示す前記校正状態インジケータを生成する工程を含むことを特徴とする、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記校正状態インジケータを生成する工程は、破損した校正パラメータを特定するデー
タを生成する工程を含むことを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記校正状態インジケータを生成する工程は、前記機器の前記校正状態が動作可能であ
ることを示す校正状態インジケータを生成する工程を含むことを特徴とする、請求項２に
記載の方法。
【請求項７】
　前記保存されていた未加工の校正テストデータを読み出す工程は、保存されていたデジ
タル画像を読み出す工程を含むことを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記校正状態インジケータを提供する工程は、前記機器からの前記校正状態インジケー
タを、前記通信リンクを介して提供する工程を含むことを特徴とする、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　機器の校正状態を確認する方法であって、
　保存されていた未加工の校正テストデータを読み出す工程と、
　前記未加工の校正テストデータを処理して、診断値を導出する工程と、
　前記診断値を既知の名目値と比較する工程と、
　前記比較に基づいて、前記機器の前記校正状態を示す出力を生成する工程と、
を含み、
　前記機器の前記校正状態を確認する前記工程は、前記機器で校正用標準器を測定するこ
となく実行されることを特徴とする方法。
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【請求項１０】
　前記保存されていた未加工の校正テストデータを読み出す工程は、保存されていたデジ
タル画像を読み出す工程を含むことを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記未加工の校正テストデータを処理する工程は、前記機器に対し特定の校正パラメー
タを使用して前記未加工の校正テストデータを処理する工程を含むことを特徴とする、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記機器の前記校正状態を示す前記出力を生成する工程は、破損した校正パラメータを
特定する出力を生成する工程を含むことを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記機器の前記校正状態を示す前記出力を生成する工程は、前記機器のメンテナンスが
必要であることを示す出力を生成する工程を含むことを特徴とする、請求項９に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記機器の前記校正状態を示す前記出力を生成する工程は、前記機器が適正に校正され
たことを示す出力を生成する工程を含むことを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　診断システムであって、
　測定ヘッドと、
　前記測定ヘッドに接続され、該測定ヘッドによって生成された未加工の校正テストデー
タを保存するストレージデバイスと、
　前記ストレージデバイスに接続され、前記測定ヘッドを作動させることなく、前記スト
レージデバイスから前記保存されていた未加工の校正テストデータを読み出し、前記未加
工の校正テストデータを処理して診断値を導出し、前記診断値を既知の名目値と比較し、
前記比較に基づいて、前記診断システムの校正状態を示す出力を生成するように構成され
たプロセッサと、
を備えることを特徴とする診断システム。
【請求項１６】
　通信リンクおよび前記プロセッサに接続された通信ポートをさらに備え、
　前記プロセッサはさらに、前記通信リンクを介して前記出力を遠隔地に伝送するように
構成されていることを特徴とする、請求項１５に記載の診断システム。
【請求項１７】
　前記プロセッサはさらに、前記通信リンクを介してソフトウェアのアップグレードを受
け取り、前記ソフトウェアのアップグレードをインストールした後に校正チェック手順を
開始するように構成されていることを特徴とする、請求項１６に記載の診断システム。
【請求項１８】
　前記診断システムは、瞳孔計、波面センサ、プラチド装置およびスリットスキャン装置
のうちの少なくとも１つであることを特徴とする、請求項１５に記載の診断システム。
【請求項１９】
　前記ストレージデバイスは、前記診断システム特定の校正パラメータを保存し、
　前記プロセッサはさらに、前記ストレージデバイスから少なくとも１つの校正パラメー
タを読み出し、前記少なくとも１つの校正パラメータを使用して、前記未加工の校正テス
トデータを処理し、前記診断値を導出するように構成されていることを特徴とする、請求
項１５に記載の診断システム。
【請求項２０】
　前記出力は、前記診断システムの前記校正状態が無効であることを示し、少なくとも１
つの破損した校正パラメータを特定する情報を含むことを特徴とする、請求項１９に記載
の診断システム。
【請求項２１】
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　前記保存されていた未加工の校正テストデータは、校正用標準器のデジタル画像を含む
ことを特徴とする、請求項１５に記載の診断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、診断システムの点検修理に関し、より詳しくは、診断システムの校正
状態の確認に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の既存の診断システム、たとえば波面センサまたは角膜形状解析システム等の光学
的診断システムに関しては、この診断システムのハードウェアとソフトウェアの校正を実
行し、試験するために、校正用標準器が使用される。このような校正用標準器は、その特
性が正確に知られている、標準化された器材である。一般に、校正手順には、訓練された
オペレータが校正用標準器を校正対象の診断システムの中または上に取り付け、および整
列させることが必要となる。
【０００３】
　図１を参照すると、診断システムの校正手順のフローチャートが示されている。最初に
、ステップ１００で、診断システムの測定ヘッドの上またはその前に校正用標準器を取り
付け、整列させる。校正用標準器を正しく整列させた後、校正用標準器の測定を行う（ス
テップ１１０）。このステップ１１０は、測定からデータが取得されることから、データ
取得と呼ばれる。ステップ１２０で、収集されたデータを処理して、診断値（ｄｉａｇｎ
ｏｓｔｉｃ　ｒｅａｄｉｎｇ）を導出する。この診断値をその後、校正用標準器の既知の
特性に基づいて予想される結果と比較する（ステップ１３０）。この比較結果に基づいて
、オペレータは校正が適正であったか（ステップ１４０）、または校正が不適正で、校正
用標準器か診断システムのいずれかに問題があることを意味しているか（ステップ１５０
）のいずれであるか判断することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　態様と実施形態は、診断装置の遠隔点検修理を容易にする、特に、ソフトウェアのアッ
プグレード後の診断装置のソフトウェア校正またはその他の遠隔点検修理作業を遠隔的に
確認する方法および装置に関する。遠隔的に（すなわち、診断装置の設置場所以外の場所
から）校正状態を確認できるようにすることにより、診断システムの遠隔ソフトウェアサ
ービスの有益性と効率が改善され得る。
【０００５】
　１つの実施形態は、測定部とこの測定部に接続されたコンピュータシステムを備える機
器を遠隔的にアップデートし、その校正状態を確認する方法に関する。一例として、機器
は診断システムである。この方法は、機器の測定部を作動させることなく、機器に遠隔地
から通信リンクを介してソフトウェアのアップデートを提供する工程と、機器において校
正チェック手順を実行する工程と、校正チェック手順後に機器の校正状態を特定する校正
状態インジケータを提供する工程と、を含む。一例として、校正チェック手順を実行する
工程は、それと同時に機器の測定部を作動させることなく行われる。別の例として、校正
チェック手順を実行する工程は、機器と同時に校正用標準器を測定する工程を含まない。
【０００６】
　一例によれば、校正チェック手順を実行する工程は、保存されていた校正テストデータ
を読み出す工程と、校正テストデータを処理して診断値を導出する工程と、診断値を既知
の正確な名目値と比較する工程と、比較に基づいて校正状態インジケータを生成する工程
と、を含む。校正チェック手順を実行する工程は、保存されていた校正パラメータを読み
出す工程をさらに含んでいてもよく、校正テストデータを処理する工程は校正パラメータ
を使って実行される。保存されていた校正テストデータを読み出す工程は、保存されてい
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たデジタル画像を読み出す工程を含む。別の例によれば、校正チェック手順を実行する工
程は、保存されていた未加工の校正テストデータを読み出す工程と、未加工の校正テスト
データを処理して、診断値を導出する工程と、診断値を既知の正確な名目値と比較する工
程と、比較結果に基づき、校正状態インジケータを生成する工程を含む。保存されていた
未加工の校正テストデータを読み出す工程は、保存されていたデジタル画像を読み出す工
程を含んでいてもよい。校正チェック手順を実行する工程は、保存されていた校正パラメ
ータを読み出す工程をさらに含んでいてもよく、未加工の校正テストデータを処理する工
程は、校正パラメータを使って実行される。一例として、校正状態インジケータを生成す
る工程は、機器の校正状態が動作不可であることを示す校正状態インジケータを生成する
工程を含む。校正状態インジケータを生成する工程は、１つまたはそれ以上の破損した校
正パラメータを特定するデータを生成する工程を含んでいてもよい。校正状態インジケー
タを生成する工程は、機器の校正状態が動作可能であることを示す校正状態インジケータ
を生成する工程を含んでいてもよい。一例として、校正状態インジケータを提供する工程
は、機器から通信リンクを介して校正状態インジケータを提供する工程を含む。他の例と
して、校正状態インティケータを提供する工程は、機器から遠隔ユーザインタフェースに
、通信リンクを介して校正状態インジケータを提供する工程を含む。
【０００７】
　別の実施形態は、プロセッサを備える機器の校正状態を確認する方法に関し、この方法
は、プロセッサ上で校正チェック手順を開始する工程と、機器について以前に実行された
校正手順中に得られた、保存されていた未加工の校正テストデータを読み出す工程と、こ
の未加工の校正テストデータをプロセッサで処理して、診断値を導出する工程と、この診
断値に基づき、校正チェック手順の結果が適正であったか不適正であったかを示す校正状
態インジケータを生成する工程と、を含む。
【０００８】
　この方法の一例として、校正状態インジケータを生成する工程は、診断値を既知の名目
値と比較する工程と、比較工程の結果に基づいて、校正状態インジケータを生成する工程
を含む。他の例として、未加工の校正テストデータを処理する工程は、その機器に対し特
定の校正パラメータを使って未加工の校正テストデータを処理する工程を含む。他の例と
して、保存されていた未加工の校正テストデータを読み出す工程は、以前実行された校正
手順中にその機器によって撮影された校正テスト対象物のデジタル画像を読み出す工程を
含む。この方法は、校正状態インジケータを、機器と遠隔ユーザインタフェースの間の通
信リンクを介して、遠隔ユーザインタフェースに提供する工程をさらに含んでいてもよい
。一例として、機器の校正状態を確認する工程は、それと同時に機器で校正用標準器を測
定することなく実行される。
【０００９】
　他の実施形態によれば、機器の校正状態を確認する方法は、保存されていた校正テスト
データを読み出す工程と、校正テストデータを処理して診断値を導出する工程と、診断値
を既知の名目値と比較する工程と、比較に基づき、機器の校正状態を示す出力を生成する
工程と、を含み、機器の校正状態を確認する工程は、機器で校正用標準器を測定すること
なく実行される。一例として、保存されていた校正テストデータを読み出す工程と、校正
テストデータを処理して診断値を導出する工程は、保存されていた未加工の校正テストデ
ータを読み出す工程と、未加工の校正テストデータを処理して診断値を導出するステップ
を含む。他の例として、機器の校正状態を確認する工程は、それと同時にその機器で校正
用標準器を測定することなく実行される。保存されていた校正テストデータを読み出す工
程は、保存されていたデジタル画像を読み出す工程を含んでいてもよい。校正テストデー
タを処理する工程は、その機器に対し特定の校正パラメータを使って校正テストデータを
処理する工程を含んでいてもよい。一例として、未加工の校正テストデータを処理する工
程は、その機器に対し特定の校正パラメータを使って、未加工の校正テストデータを処理
する工程を含む。機器の校正状態を示す出力を生成する工程は、破損した校正パラメータ
を特定する出力を生成する工程を含んでいてもよい。他の例として、機器の校正状態を示
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す出力を生成する工程は、機器のメンテナンスが必要であることを示す出力を生成する工
程を含む。また別の例として、機器の校正状態を示す出力を生成する工程は、機器が適正
に校正されたことを示す出力を生成する工程を含む。
【００１０】
　他の実施形態によれば、診断システムは測定部と、測定部に接続されたコンピュータシ
ステムと、コンピュータシステムに接続された通信リンクと、を備え、コンピュータシス
テムは、通信リンクを介して遠隔地からソフトウェアアップデートを受け取り、測定部を
作動させることなく診断システムの校正チェック手順を実行し、校正チェック手順後の診
断システムの校正状態を特定する校正状態インジケータを提供するように構成されたプロ
セッサを備える。一例として、このプロセッサは、それと同時に測定部で校正用標準器を
測定することなく、診断システムの校正状態を確認するように構成される。一例として、
プロセッサはさらに、通信リンクを介して、遠隔ユーザインタフェースに校正状態インジ
ケータを提供するように構成される。他の例として、コンピュータシステムはストレージ
デバイスをさらに備え、プロセッサは、ストレージデバイスからそこに保存されている未
加工の校正テストデータを読み出し、未加工の校正テストデータを処理して診断値を導出
し、診断値を既知の名目値と比較し、比較に基づいて、校正状態インジケータを生成する
ことによって、校正チェック手順を実行するように構成される。
【００１１】
　別の実施形態によれば、診断システムは、測定ヘッドと、測定ヘッドに接続され、測定
ヘッドにより生成される未加工の校正テストデータを保存するストレージデバイスと、ス
トレージデバイスに接続されたプロセッサと、を備える。プロセッサは、測定ヘッドを作
動させることなく、ストレージデバイスから保存されていた未加工の校正テストデータを
読み出し、未加工の校正テストデータを処理して、診断値を導出し、診断値を既知の名目
値と比較して、比較に基づき、診断システムの校正状態を示す出力を生成するように構成
される。それゆえ、プロセッサは、それと同時に測定ヘッドで校正用標準器を測定するこ
とを必要とせずに、診断システムの校正状態を確認するように構成されていてもよい。
【００１２】
　一例として、診断システムは、通信リンクとプロセッサに接続された通信ボートをさら
に備え、プロセッサはさらに、通信リンクを介して遠隔地に出力を伝送するように構成さ
れる。他の例として、プロセッサは、通信リンクを介してソフトウェアのアップグレード
を受け取り、ソフトウェアアップグレードのインストール後に校正チェック手順を開始す
るようにさらに構成される。診断システムは、たとえば、瞳孔計、波面センサ、プラチド
角膜計およびスリットスキャン装置のうちの少なくとも１つであってもよい。一例として
、ストレージデバイスは、その診断システム特定の校正パラメータを保存し、プロセッサ
はさらに、ストレージデバイスから少なくとも１つの校正パラメータを読み出し、その少
なくとも１つの校正パラメータを使って未加工の校正テストデータを処理して、診断値を
導出するように構成される。一例として、出力は、診断システムの校正状態が無効である
ことを示し、少なくとも１つの破損した校正パラメータを特定する情報を含む。他の例と
して、保存されていた未加工の校正テストデータには、保存されていた校正用標準器のデ
ジタル画像が含まれる。デジタル画像は、校正チェック手順以前に実行される校正測定中
に取得してもよい。
【００１３】
　別の実施形態によれば、コンピュータ読取可能媒体には、命令を定義するコンピュータ
読取可能信号が保存されており、この命令は、コンピュータまたはプロセッサによって実
行されたときに、プロセッサに対し、機器の校正状態を確認する方法を実行させる。この
コンピュータ読取可能媒体には、その上に、上記の方法の個々の要素を実行するための信
号が保存されていた別のコンピュータ読取可能媒体や、上記の方法の要素を複合的に実行
するコンピュータ読取可能媒体が含まれる。
【００１４】
　さらにまた別の態様、実施形態および、これらの例としての態様や実施形態の利点を以
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下に詳細に説明する。さらに、理解すべき点として、上記の情報と以下の詳細な説明は、
様々な態様と実施形態を説明するための例にすぎず、特許請求される態様と実施形態の性
質と特徴を理解するための概観または外枠を提供しようとするものである。本明細書で開
示するいずれの実施形態も、他のいずれの実施形態とも、本明細書で説明する目的、目標
およびニーズと矛盾しないあらゆる方法で組み合わせることができ、「ある実施形態」、
「いくつかの実施形態」、「別の実施形態」、「様々な実施形態」、「１つの実施形態」
またはその他への言及は、必ずしも相互に排他的ではなく、その実施形態に関連して説明
される具体的な特徴、構造または特性が少なくとも１つの実施形態の中に含まれていても
よいことを示そうとするものである。本明細書においてそのような用語が使用される場合
、必ずしもすべてが同じ実施形態を指すとは限らない。
【００１５】
　少なくとも１つの実施形態の種々の態様を、添付の図面を参照しながら説明するが、図
面は正確な縮尺で描かれることが意図されていない。図面は、種々の態様と実施形態の例
を提供し、一層理解されるようにするために含められており、本明細書の中に組み込まれ
、その一部をなすが、本発明の限界を画定しようとするものではない。図、詳細な説明お
よびいずれかの特許請求項の中の技術的特徴物の後に参照符号が記されている場合、この
参照符号は、図、詳細な説明および／または特許請求項をより読みやすいものとすること
を唯一の目的として含められている。したがって、参照符号の有無はいずれも、いずれか
の特許請求項の範囲にも限定的な影響を与えようとするものではない。図中、様々な図に
示された同一またはほとんど同一の各構成部品は、同様の番号によって指示されている。
明確性を期し、すべての図においてすべての構成部品に参照記号が付されているとはかぎ
らない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来の校正手順のフローチャートである。
【図２】本発明の態様による診断システムの一例のブロック図である。
【図３】本発明の態様による校正または校正確認手順の一例のフローチャートである。
【図４】本発明の態様による遠隔検証確認手順の一例のフローチャートである。
【図５Ａ】所定の開口サイズが５ｍｍの瞳孔の未加工画像の一例である。
【図５Ｂ】図５Ａの未加工画像に対応する処理済み画像の一例である。
【図６】波面センサの校正に使用される校正テストツールの未加工画像の一例である。
【図７】本発明の態様による波面センサ小型レンズアレイの一例を示す図である。
【図８】図６の未加工画像に対応する処理済み画像の一例である。
【図９】基準プラチド画像の一例である。
【図１０】図９のプラチド画像に対応する、保存されていた未加工校正テストデータを示
す表の一部である。
【図１１】プラチド角膜計のゲイン分析に使用される基準プラチド画像の一例である。
【図１２Ａ】所定の半径を有する基準球のスリット画像の一例である。
【図１２Ｂ】基準球の前面エレベーションマップの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　診断システムは一般に、ハードウェア部とソフトウェア部の両方を含む。図３に示すよ
うに、診断システム２００のハードウェアは、システム上に取り付けられたテスト用標準
物体または校正用標準器についての測定を実行する測定ヘッド２１０と、コンピュータま
たはプロセッサ２２０を含む。コンピュータ２２０は様々な方法で実装されてもよく、た
とえば、これらに限定されないが、測定ヘッド２１０に接続された汎用コンピュータや、
一体化された専用コンピュータを含む。コンピュータ２２０は、診断システムの様々な態
様や機能を実行または制御し得るソフトウェア、たとえば、このような測定中に取得した
データを分析し、診断値を導出するための処理ソフトウェアでプログラムされる。このソ
フトウェアは、診断システムのメンテナンスの一環として定期的にアップデートされ得る
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。１つの実施形態によれば、診断システム２００は、遠隔地２３０のユーザインタフェー
スに通信リンク２４０を介して接続され、それによって、通信リンク２４０を介して遠隔
的にソフトウェアのアップグレードまたはアップデートを実行することができる。それゆ
え、コンピュータ２２０は、通信ポート２５０を有するか、それに接続されていてもよい
。通信リンク２４０の例としては、これらに限定されないが、無線リンク、有線リンク、
光ファイバリンク、インターネット接続、ネットワーク接続等がある。同様に、通信ポー
ト２５０は、標準システムを使って実装されてもよい。
【００１８】
　前述のように、このような診断システムの一般的な校正手順は、診断システムに校正用
標準器を取り付ける工程と、校正用標準器の測定から得られたデータを名目上の数値と比
較する工程を含む。校正手順の間に、診断システムの固有のハードウェア構成が測定分析
の計算の中に含められる。測定分析から得られた計算値、または診断値が特定の容認可能
範囲の中に含まれる場合、その診断システムは適切に校正されたと考えられ、容認可能範
囲から少しでも逸脱していれば、校正状態が有効でなくなったことを示す。容認可能範囲
は、様々な校正パラメータの各々について容認される数値の範囲によって画定されてもよ
い。これらの校正パラメータは、診断システムごとに異なり、たとえば、カメラの画素サ
イズ、カメラの焦点距離、鏡間の距離等のパラメータが含まれていてもよく、これは当業
者にとって周知のとおりである。
【００１９】
　校正パラメータは診断システムのソフトウェアの中に保存されるため、ソフトウェアの
アップグレートがインストールされたときに、校正パラメータが破損する可能性がある。
したがって、ソフトウェアがアップデートされた場合、診断デバイスの校正状態を確認す
ることが重要である。前述のように、診断システムは、遠隔地と通信可能に接続されてい
るため、遠隔的なソフトウェアアップデートを実行することができる。しかしながら、再
び前述のとおり、従来の校正手順では一般に、訓練を受けたオペレータが診断システムに
校正用標準器を取り付け、これと整列させる必要がある。したがって、たとえソフトウェ
アのアップデートを遠隔的にインストールできるとしても、診断システムのソフトウェア
点検修理を完全に行うには、オペレータが現場で校正を確認する必要がある。
【００２０】
　１つの実施形態によれば、診断システムの校正状態を遠隔的に確認する方法および装置
を提供することによって、遠隔ソフトウェアサービスのための基礎ができる。以下に詳細
に説明するように、態様と実施形態は、ソフトウェアのアップグレードが遠隔的にインス
トールされるたびに、診断システムでのオペレータが局所的に校正状態をチェックする必
要がなくなる。これに加え、本明細書で説明する方法および装置の実施形態は、たとえば
、定期的に診断システムの不慮の変化を検出するため、または停電等の事象の後、あるい
はその他、診断システムの校正状態の確認が必要なその他のタイミング等、どの時点で校
正状態のチェックを実行するためにも使用してよい。
【００２１】
　理解されるべき点として、本明細書で説明する方法および装置の実施形態は、応用時に
、以下の説明に記載され、または添付の図面に示された構成部品の構成と配置の詳細に限
定されない。本方法および装置は、他の実施形態において実装することが可能で、様々な
方法で実践、または実行できる。具体的な実装例は、本明細書において、例示の目的での
み提供され、限定しようとするものではない。特に、いずれか１つまたはそれ以上の実施
形態に関連して説明された工程、要素および特徴は、いずれかの他の実施形態における同
様の役割から排除されるものではない。
【００２２】
　また、本明細書において使用されている表現と用語は、説明を目的としており、限定す
るものとみなすべきではない。本明細書において、実施形態またはシステムと方法の要素
や工程に単数形で言及している場合、複数のこれらの要素を含む実施形態が包含されるか
もしれず、また本明細書においていずれかの実施形態または要素や工程に複数形で言及し
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ている場合はまた、１つの要素しか含まない実施形態も包含され得る。単数形または複数
形での言及は、現在開示されたシステムまたは方法、それらの構成要素、工程または要素
を限定しようとするものではない。本明細書において、「～を含む」、「～からなる」、
「～を有する」、「～を包含する」、「～が関わる」およびこれらの変化形は、続いて列
挙された品目およびそれと同等物ならびにその他の項目を包含するものである。「または
」への言及は包括的と考えてもよく、「または」を使用して記述されるいずれの項目も、
記述された項目の１つ、複数、および全部のいずれを示してもよい。前後、左右、上下お
よび上方と下方への言及は、説明の便宜のためのものであり、本発明のシステムと方法ま
たはそれらの構成部品をいずれかの位置的または空間的方位に限定するものではない。
【００２３】
　図３を参照すると、図１に関して先に説明した校正手順と同様の校正または校正確認手
順の一例のフローチャートが示されている。１つの実施形態によれば、校正用標準器の測
定を実行するとき（ステップ１１０）、未加工のデジタルデータが得られる。ステップ３
００は、取得されたこの未加工データ（未加工校正テストデータと呼ぶ）を、診断システ
ム２００（図２参照）のコンピュータ２２０の一部を形成する、またはそれに接続された
ストレージデバイスまたはメモリデバイス２６０の中に保存する工程を含む。一例として
、診断システムが、人間の目を測定するように構成された光学システムである場合、個々
の診断システムのための校正用標準器は、実際の目の適用可能な特性をモデル化するよう
に設計される。したがって、データ取得中に収集される一般的なデータは、実際の目から
得られるデータと有意な差がない。一例として、ステップ１１０で得られた未加工データ
は、（測定ヘッド２１０の中に含まれる）カメラによって撮影される画像であり、カメラ
はスペクトルの可視範囲または赤外線範囲のいずれかで動作する。それゆえ、未加工デー
タはカラー画像またはグレイスケール画像であってもよく、これらはデジタルデータとし
て保存されてもよい。同様に、診断システムが目以外のものを分析する別の例（たとえば
、スペクトラムアナライザ、分光計等）でも、取得される未加工データは、デジタルデー
タとして保存できる画像または数値データであってよい。したがって、以下の説明は光学
的診断システムの例に言及し得るが、理解すべき点として、本発明はそのように限定され
ず、校正手順実行中にデジタルデータが取得されるどのようなタイプの診断システムにも
応用できる。
【００２４】
　引き続き図３を参照すると、ステップ３１０で、処理ソフトウェアは取得された画像を
処理し、分析の結果は数値集合であり、これらはシステムの校正またはシステムの校正状
態の判断に使用される。前述のように、校正用標準器の測定（ステップ１１０）には、診
断システムの固有のハードウェア構成が含まれる。したがって、ステップ１００と１１０
は、これらが測定ヘッド２１０の態様に依存し、その態様が組み込まれるという点で、「
ハードウェア関係」である。たとえば、ハードウェアに対して何の変更も加えられず、ソ
フトウェアのアップデートだけが実行された場合、校正手順のハードウェア関係の部分（
ステップ１００と１１０）は、その診断システムの所定のメンテナンス間隔の範囲内であ
れば、安定しているはずである。
【００２５】
　したがって、１つの実施形態において、診断システムの校正状態を確認する方法は、従
来の校正手順のハードウェア関係の部分とは独立しており、したがって、遠隔的に実行し
てもよい。１つの実施形態によれば、この方法は、以前に実行された校正手順から得られ
、ステップ３００でストレージデバイス２６０に保存されていた未加工の校正テストデー
タと、保存されていた校正パラメータを使って、診断システムの校正状態が有効であるか
否か、またはある事象（ソフトウェアアップグレード中の１つまたはそれ以上の校正パラ
メータの破損等）によってシステムの校正状態が無効になったか否かを確認する。
【００２６】
　図４を参照すると、診断システムの校正状態を確認する方法の一例のフローチャートが
示されている。ステップ４００で、診断システムは校正チェックモードに入り、校正チェ
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ック手順を実行する。校正チェックモードは、たとえば、遠隔ユーザインタフェース２３
０からコンピュータ２２０に発行されるコマンドによって開始されてもよい。校正チェッ
ク手順を開始するコマンドは、たとえば、これらに限定されないが、ソフトウェアのアッ
プグレードが診断システムにインストールされた後、診断システムの設置場所で停電が発
生した後、コンピュータ２２０がクラッシュした後、または日常的なメンテナンス活動の
一環等の条件や事象に応答して発行されてもよい。他の例として、校正チェックモードに
は、たとえば、コンピュータ２２０に保存された、または通信リンク２４０を介してコン
ピュータ２２０に自動的に送信されるメンテナンススケジュール等の方針に基づいて、自
動的に入ってもよい。
【００２７】
　校正チェック手順が開始されると、処理ソフトウェアは保存されていた未加工データ集
合と保存されていた校正パラメータを処理ストリームにアップロードする（ステップ４１
０）。これによって、校正用標準器の取り付けが不要となる。したがって、一例として、
従来の校正手順のステップ１００と１１０は、校正チェック手順のステップ４００と４１
０に代わる。保存されていた未加工データ集合を保存されていた校正パラメータに基づい
て処理し、診断値を導出する（ステップ４２０）。校正パラメータが正しい場合、処理ソ
フトウェアにそれ以外のエラーがないと仮定すると、診断値は、既知の結果集合に対応す
る。この場合、計算された診断値を既知の正確な名目値と比較する（ステップ４３０）こ
とにより、予想される結果が導き出され、処理ソフトウェアは、その校正チェックの結果
が適正であったことを示す校正状態インジケータを生成する（ステップ４４０）。あるい
は、校正パラメータのいずれかが破損したか、または処理ソフトウェアに別のエラーが発
生した場合、ステップ４３０の結果は、診断値が所定の容認範囲に含まれないことを示す
。この場合、処理ソフトウェアは、校正チェックの結果が不適正であったこと、すなわち
、診断システムの校正状態は無効または動作不可であり、したがってその診断システムに
は点検修理が必要であることを示す校正状態インジケータを生成する（ステップ４５０）
。
【００２８】
　１つの実施形態によれば、コンピュータ２２０は、校正状態インジケータを、通信リン
ク２４０を介して遠隔ユーザインタフェース２３０に伝送する。それゆえ、校正チェック
手順を遠隔的に開始してもよく、手順の結果を遠隔的に見てもよい。さらに、この校正チ
ェック手順では、校正用標準器を診断システム上に取り付ける必要がなく、機器の測定ヘ
ッドを作動させる必要がない。したがって、校正チェック手順は、現場にオペレータがい
ない状態で実行してもよく、コンピュータ２２０のうち、ストレージデバイスにアクセス
し、データ処理を実行し、校正状態インジケータを遠隔地に送信するのに必要な部分だけ
を作動させればよい。それゆえ、本方法および装置の実施形態により、オペレータは、診
断装置のソフトウェアコンポーネントの遠隔校正テストを実行することができる。これは
、校正確認もまた遠隔的に行うことができるため、診断装置に対して遠隔的にソフトウェ
アのアップグレードを実行する価値を大幅に高めるかもしれず、それによって、診断装置
のソフトウェアアップグレードを遠隔で行うことに関する確実な法的根拠が得られ得る。
さらに、ソフトウェアのアップグレードまたはその他の事象の後に機器の校正状態を遠隔
的に確認できることによって、訓練されたオペレータが現場で校正を行う必要がなくなる
ため、これらの活動および機器のメンテナンスのコストを大幅に低減し得る。
【００２９】
　それに加え、校正チェック手順の結果が不適正であると、校正状態インジケータには、
遠隔地にいるオペレータが、どのようなタイプのエラーが発生したか、またはどの校正パ
ラメータが破損しているかを診断できるような情報が含まれ得る。これによって、遠隔地
にいるオペレータは、より迅速に、より費用対効果の高い方法で、適切なメンテナンスを
開始し、適切な技術者に機器の点検修理を指示することができる。特に、特定の校正パラ
メータは、処理された画像またはデータストリームにおける認識可能な特徴に直接関係す
る。したがって、これらの認識可能な特徴の１つに変化によって、オペレータにどの校正
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パラメータが影響を受けたかを示し得る。たとえば、光イメージングシステムの場合、カ
メラと校正用標準器の間の距離によって、画像全体のピンボケまたは磁化が発生する。し
たがって、ステップ４２０から得られた処理済みの画像が、ピンボケしている、または予
測される結果より大きい／小さい場合、オペレータは距離校正パラメータが破損している
と判断できるかもしれない。
【００３０】
　一例として、コンピュータ２２０は処理済みのデータを、遠隔地のオペレータによって
分析されるように、遠隔ユーザインタフェースに伝送し得る。それゆえ、校正状態インジ
ケータには、処理済みデータが含まれ得る。他の例として、処理ソフトウェアは、比較ス
テップ４３０の結果に基づいて、破損したと考えられる校正パラメータを特定してもよく
、校正状態インジケータには、破損したと考えられるパラメータを特定する情報を含んで
いてもよい。当業者であれば、本開示からわかるように、校正状態インジケータに含めら
れてもよい情報とデータには様々な変化形があり、たとえば、単純に校正状態が有効／動
作可能または無効／動作不可のいずれであるかを示す指標がこれに含まれる。さらに、一
例として、校正状態インジケータは、処理済み画像を含んでいてもよく、遠隔地に送信さ
れることに加え、またはその代わりに、コンピュータ２２０によって局所的に表示されて
もよい。同様に、コンピュータ２２０は校正状態インジケータを保存して、後に現地のオ
ペレータがアクセスできるようにしてもよい。
【００３１】
　１つの実施形態において、未加工データ集合と校正パラメータは、点検修理担当者によ
って現場で実行される毎回の点検修理作業により更新またはアップデートされる。たとえ
ば、未加工データ集合および／または校正パラメータは、システムハードウェアに変更が
加えられた時、またはシステムの定期的メンテナンス中にアップデートされてもよい。未
加工データ集合はまた、オペレータが、日常的なメンテナンスの一環であるか否かを問わ
ず、診断システムの校正を手動で実行した時にアップデートされてもよい。保存されてい
た未加工データ集合と校正パラメータをアップデートすれば、最新のデータが使用される
ため、遠隔ソフトウェア校正チェックが有効で、正確であることを確認できる。さらに、
物理的な校正用標準器ではなく、デジタルデータを使用して校正チェック手順を実行する
ことにより、いくつかの利点が得られ得る。たとえば、校正用標準器の特性は、環境条件
、たとえば温度や湿度等の変化によって変動し得るが、それに対し、保存されたデジタル
データは時間が経過しても変化しない。さらに、デジタルデータが実際に、時間が経過し
ても同じままであったことを確認するための様々な方法、たとえばチェックサムやその他
の手順がある。したがって、物理的な校正用標準器ではなく、保存されたデジタルデータ
を使用することによって、より正確な校正チェック結果が得られる可能性がある。
【００３２】
　校正チェック手順と方法の実施形態は、様々な測定コンセプトに使用でき、多くの異な
る診断システムに適用できる。以下の例は、本明細書で開示する技術の新規な特徴、態様
および例のいくつかを示すためのものであり、付属の特許請求の範囲を限定するものと解
釈するべきではない。
【実施例】
【００３３】
実施例１
　一例として、校正チェック手順と方法は、瞳孔計に応用できる。瞳孔計の基準は、所定
の開口を有する校正用標準器の瞳孔画像を介して設定される。したがって、適当な校正用
標準器を瞳孔計の前に整列させた後、瞳孔カメラを使って図５Ａに示される画像を得る。
図５は、所定の開口サイズが５ｍｍの校正用標準器の瞳孔サイズ（開口サイズ）の画像で
ある。この画像は、ステップ３００でデジタルデータとして保存される未加工データ集合
である。校正用標準器の物理的開口のサイズがわかっているため、画像の分析では具体的
なサイズを提供する必要がある。校正用標準器が正確に位置付けられたものと仮定すると
、この所定のサイズから少しでも逸脱していれば、問題、たとえば校正パラメータの構成
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の誤り等があることを示す。
【００３４】
　瞳孔計の校正パラメータの一例は、カメラ画素－ミリメートル調整係数である。カメラ
の画像は一般に画素座標で分析され、それゆえ瞳孔径に関する第一の情報は、瞳孔内の画
素の数（Ｎｐｉｘ）で示される。物理的な瞳孔サイズをミリメートルの単位で測定するた
めに、カメラごとに異なる画素－ｍｍ変換係数（Ｐｉｘ２ｍｍ）が利用される。この変換
係数はシステム校正パラメータの一例であり、いずれの特定のシステムに関しても付与さ
れ、システムの製造時に設定される。システムにどのようなソフトウェアの変更が加えら
れても、このパラメータは変化しないはずである。しかしながら、前述のように、この校
正パラメータは、ソフトウェアのアップグレード中に誤った数値で上書きされる可能性が
ある。この校正パラメータが破損すると、誤った瞳孔径が導き出されるであろう。
【００３５】
　したがって、一例として、遠隔校正チェックは、この校正パラメータの確認のために使
用してもよく、これはカメラの１画素あたりのマイクロメートル数を定義する。瞳孔計の
遠隔的な校正チェックを行う場合、図５Ａの瞳孔カメラ画像に対応するデジタル未加工デ
ータ集合を処理ストリームの中にアップロードする（ステップ４１０）。処理ステップ４
３０で開口サイズを計算し、分析ステップ４４０で計算による開口サイズを所定の予想値
と比較する。たとえば、名目上の瞳孔径φｎｏｍがわかっていれば、校正チェック手順を
使って画素数を判断することができ、Ｐｉｘ２ｍｍの校正パラメータを適用することによ
って、下式から実際の瞳孔径φａｃｔを計算する。
【数１】

【００３６】
ステップ４２０でφａｃｔとφｎｏｍを比較することによって、システム校正パラメータ
Ｐｉｘ２ｍｍの状態に関する結論を導き出すことができる。それゆえ、校正状態インジケ
ータを生成するステップ４３０には、Ｐｉｘ２ｍｍ校正パラメータが正しいか否かを示す
状態インジケータを生成する工程が含まれていてもよい。
【００３７】
　これに加え、校正が正しければ、処理された画像は、正しく調整された瞳孔の円の画像
を示す図５Ｂと似たものとなるであろう。前述のように、ステップ４３０の後に、校正状
態インジケータが生成され、これは瞳孔計の校正状態が動作可能か（ステップ４４０）ま
たは動作不可か（ステップ４５０）を示し、コンピュータ２２０に保存され、遠隔ユーザ
インタフェース２３０に伝送され、および／またはコンピュータ２２０によって局所的に
表示される。
【００３８】
実施例２
　他の例として、校正チェック手順は波面センサに応用してもよい。波面センサは、誤差
測定器とも呼ばれ（これらの用語は、本明細書では互換的に使用される）、変形された波
面と理想の、または基準となる波面との間の光路の差を測定する装置である。測定により
、適正に処理されると、光が伝播するときに通る光学系の、波面を変形させる様々な誤差
の数値が得られる。波面センサは様々な用途に使用され、これには高エネルギーレーザ、
天文画像生成、および視覚的品質の改善を目指した目の収差の測定等がある。波面センサ
の一例は、他のパラメータの中でも、より高次の眼球収差を測定するのに使用できるシャ
ック－ハートマン型波面感知器である。
【００３９】
　波面センサを校正するには、テストツールの重心画像が分析され、校正値が校正データ
の中に保存される。波面センサの校正に使用されるテストツールの未加工画像の一例を図
６に示す。未加工画像は、ステップ３００の間にデジタル未加工データ集合として保存さ
れる。認識された重心の位置および、小型レンズアレイの焦点距離（ｆ）と小型レンズア
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レイの関連するピッチによって、このようなシャックハートマンセンサの結果が決まる。
小型レンズアレイのパラメータは、ソフトウェアアップグレード中に誤った数値で上書き
される可能性のある校正パラメータの例である。
【００４０】
　たとえば、図７を参照すると、波面センサの一例の概略図が描かれており、保存された
未加工データの分析中に計算された数値とシステム校正パラメータの間の関係を示してい
る。この例で説明するような波面センサは、波面の傾き、すなわち、言い換えれば、シス
テムを通って伝播する波面の角度（α）を測定する。波面の傾きによって、小型レンズア
レイを通って伝播する、焦点の絞られた光線束の空間シフト（Δｘ）が発生し、重点画像
が得られる。波面の傾き（α）またはこの角度の正接（ｔａｎ［α］）は、下式によって
示されるように、測定された変位（Δｘ）と小型レンズアレイの焦点距離（ｆ）と直接的
な関係がある。
【数２】

【００４１】
　したがって、一例として、波面センサの遠隔校正チェックは、小型レンズアレイの焦点
距離（ｆ）を定義する校正パラメータを確認するために使用できる。他の例として、遠隔
校正チェックはまた、カメラ画素－ミリメートル調整係数を定義する校正パラメータを確
認するために使用してもよく、これは、計算された変位の数値（Δｘ）が画素－ミリメー
トル調整係数に依存するからである。
【００４２】
　一例として、波面センサの遠隔校正チェックの場合、ステップ４１０で校正球の未加工
のシャックハートマン画像（図６）が処理ストリーム中にリロードされる。処理ソフトウ
ェアは、この未加工画像を分析して、診断値を計算する（ステップ４２０）。一例として
、診断値には傾き角度（αａｃｔ）を含めることができる。名目上の傾き角αｎｏｍを目
標値とすると、実際に測定された角度αａｃｔの偏差はすべて、システム校正パラメータ
ｆまたは、前述のようにそれ自体がカメラ校正係数Ｐｉｘ２ｍｍに依存する測定値Δｘの
いずれかの偏差を示す。それゆえ、ステップ４３０で、所定の受入基準と比較して診断値
をチェックする処理ソフトウェアは、名目上の傾き角αｎｏｍと比較して角度αａｃｔを
チェックし、波面センサの校正状態が有効か否かをチェックしてもよい。図８は、ステッ
プ４２０の後に得られる、図６に示される未加工画像に対応する処理済み画像の例である
。前述のように、ステップ４３０の後に校正状態インジケータが生成され、これは波面セ
ンサの校正状態が動作可能か（ステップ４４０）または動作不可か（ステップ４５０）を
示し、コンピュータ２２０に保存され、遠隔ユーザインタフェース２３０に伝送され、お
よび／または局所的にコンピュータ２２０によって表示される。一例として、ステップ４
５０で、校正状態インジケータは、前述のように、校正パラメータｆまたはＰｉｘ２ｍｍ
のいずれか一方のエラーを示し得る。
【００４３】
実施例３
　他の例として、校正チェック手順は形状解析装置、たとえばＢａｕｓｃｈ　ａｎｄ　Ｌ
ｏｍｂ社が販売するＯｒｂｓｃａｎ（商標）という装置等に適用してもよい。「Ｏｒｂｓ
ｃａｎ」の機器は、１つのシステムに２つの異なるモジュール、すなわちプラチド角膜計
とスリットスキャン装置を組み込んだ診断システムの例である。校正チェック手順は、こ
れらのモジュールの一方または両方の校正状態を遠隔的に確認するために使用できる。
【００４４】
　プラチド装置は、所定の寸法の基準球を使用して校正される。校正中、所定の基準球の
、図９に示されるような基準プラチド画像が得られる。ステップ３００で、基準球のリン
グ位置が評価され、保存される。図１０は、図９の基準画像に対応する、保存されていた
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使って、カメラのゲインを分析し、チェックすることができる。図１１は、ゲイン分析の
ための基準プラチド画像の一例を示す。
【００４５】
　プラチド装置の遠隔校正チェックを実行するために、校正球の未加工のプラチド画像（
図９）に対応する未加工の校正テストデータ（図１０）は、処理ストリームの中にロード
される（ステップ４１０）。処理ソフトウェアは、画像（データ）を分析し、関連するパ
ラメータを計算して、診断値を導出する（ステップ４２０）。次に、診断値を所定の受入
基準と比較し（ステップ４３０）、モジュールの校正状態が有効か否かを判断する。同様
に、カメラのゲインをチェックするには、基準画像（図１１）を分析し、その結果得られ
たゲイン測定値を所定の理想のゲイン数値と比較する。
【００４６】
　スリットスキャン装置を校正するには、１回のデータ取得中に取得された複数のスリッ
ト画像を分析する。スリットの検出された縁辺を視覚的にチェックして、擾乱がないか確
認する。スリットに乱れが見られなければ、前面の形状を分析し、その結果を受入範囲と
比較する。未加工のスリット画像の例と、未加工画像の処理から得られ得る関連するエレ
ベーションマップを、それぞれ図１２Ａと図１２Ｂに示す。
【００４７】
　スリットスキャン装置の遠隔校正チェックを実行するには、校正球の未加工のスリット
画像（図１２Ａ）を処理ストリームの中にアップロードする（ステップ４１０）。画像を
分析し、関連する診断値を計算する（ステップ４２０）。前述のように、診断値を既知の
正確な名目値と比較し（ステップ４３０）、校正状態インジケータを生成する。一例とし
て、校正状態インジケータは、プラチド装置とスリットスキャン装置の両方の校正チェッ
クから得られた結果を複合して、その形状解析装置の校正状態が全体として有効か否かを
示し得る。あるいは、校正状態インジケータには、個々のモジュールの校正状態が有効か
否かに関する個別の指標が含まれていてもよい。
【００４８】
　上記の例は、異なる機器および複合的な診断システムの様々なサブシステムについて、
適切なソフトウェア校正をどのように遠隔的にチェックできるかを説明している。当業者
であれば本開示からわかるように、校正チェック手順の実施形態は、ある種の画像取得技
術に基づくどのような種類の診断システムにも応用できる。これに加え、画像以外のデー
タストリームも、校正チェック方法の実施形態の処理ステップに同様に注入して、他の種
類の診断データ、たとえば眼軸長の測定に用いられる部分的干渉測定器によって生成され
るＡスキャン等を複製してもよい。
【００４９】
　以上のように、少なくとも１つの実施形態のいくつかの態様を説明したが、理解すべき
点として、様々な改変、改造および改良が当業者にとっては容易に着想できるであろう。
このような改変、改造および改良は本願の一部とされ、本発明の範囲の中に含まれるもの
とする。したがって、上記の説明と図面は例に過ぎず、本発明の範囲は、付属の特許請求
の範囲の正しい解釈およびそれらの同等物から判断されるべきである。
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